
10

国
民
年
金
は
口
座
振
替
で

　

国
民
年
金
の
保
険
料
は
、
毎
月
確

実
に
納
め
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
す
。

　

納
め
忘
れ
し
な
い
よ
う
に
す
る
た

め
、
金
融
機
関
の
口
座
か
ら
自
動
的

に
保
険
料
が
引
き
落
と
さ
れ
る
「
口

座
振
替
制
度
」
を
利
用
す
る
と
大
変

便
利
で
確
実
で
す
。

　

さ
ら
に
、
郵
便
局
で
も
口
座
振
替

業
務
を
開
始
し
て
い
ま
す
の
で
、
よ

り
便
利
に
な
り
ま
し
た
。

　

希
望
さ
れ
る
場
合
は
直
接
金
融
機

関
、
国
民
年
金
係
の
窓
口
で
手
続
き

を
し
て
く
だ
さ
い
。

年
金
の
受
給
権
と
申
請
免
除

　

将
来
、
年
金
を
受
給
す
る
た
め
に

は
、
国
民
年
金
だ
け
で
な
く
厚
生
年

金
加
入
期
間
な
ど
、
納
付
・
申
請
免

除
を
含
め
て
も
最
低
で　

年
以
上
の

25

期
間
を
満
た
せ
な
い
と
年
金
が
受
給

で
き
な
く
な
り
ま
す
。

　

や
が
て
訪
れ
る
老
後
の
年
金
権
を

確
保
す
る
た
め
、
未
納
に
し
な
い
た

め
に
も
、
ぜ
ひ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

 
【
免
除
が
承
認
さ
れ
る
と
】 

①
承
認
さ
れ
た
期
間
は
未
納
に
な
り

ま
せ
ん
。（
国
が
１
／
３
を
負
担
）

②
年
金
を
受
給
す
る
た
め
の
期
間
に

含
ま
れ
ま
す
。

③
年
金
額
に
も
反
映
さ
れ
ま
す
。

（
国
の
負
担
分
）

④
も
し
も
の
場
合
（
障
害
・
遺
族
年

金
な
ど
）
に
も
請
求
権
が
継
続
さ

れ
ま
す
。

（
一
定
の
要
件
が
あ
り
ま
す
）

⑤
免
除
期
間
は　

年
間
さ
か
の
ぼ
っ

10

て
納
め
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

（
年
金
額
に
反
映
）

※
学
生
に
は

　

納
付
の
特
例
が
あ
り
ま
す
。

◯問
 

市
民
課
国
民
年
金
係

　

�
２
２－

１
３
１
２

Information

iving

く�

ら�

し�百
科

百

科�

笑は問い合わせ先です�

ゆ
と
り
あ
る
未
来
の
た
め
に
‥
‥
国
民
年
金

住
宅
金
融
公
庫
か
ら

　

住
宅
金
融
公
庫
の
住
宅
ロ
ー
ン
を

ご
返
済
中
で
、
最
近
の
不
況
に
伴
う

失
業
や
収
入
の
減
少
な
ど
で
返
済
に

お
困
り
の
方
に
対
し
て
は
、
次
の
よ

う
な
返
済
方
法
の
変
更
を
実
施
し
て

い
ま
す
。

①
返
済
期
間
の
延
長
（
最
長　

年
）

10

②
元
金
据
え
置
き
期
間
の
設
定

（
最
長
３
年
）

③
元
金
据
え
置
き
期
間
中
の
金
利
引

き
下
げ

※
取
扱
期
間
は
来
年
３
月
末
ま
で
。

◯問
 

住
宅
金
融
公
庫
東
北
支
店

　

�
０
２
２－
２
２
７－

５
０
０
３

　

ま
た
は
返
済
中
の
金
融
機
関

◇
応
急
手
当
法
を
身
に
つ
け
よ
う
�

　

あ
な
た
の
迅
速
な
応
急
手
当
て
と

１
１
９
番
通
報
は
、
救
命
リ
レ
ー
の

ス
タ
ー
ト
で
す
。
救
え
る
は
ず
の
命

を
救
う
た
め
、
救
急
車
が
到
着
す
る

ま
で
の
間
に
、
そ
の
場
に
居
合
わ
せ

た
人
に
よ
る
一
刻
も
早
い
応
急
手
当

て
が
必
要
で
す
。

　

い
ざ
と
い
う
と
き
の
た
め
に
、
救

命
に
必
要
な
心
肺
蘇
生
法
や
止
血
法

を
身
に
つ
け
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

　

消
防
署
で
は
、
一
般
市
民
や
事
業

所
な
ど
を
対
象
に
応
急
手
当
法
の
講

習
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

◎
救
急
講
習
（
１
〜
２
時
間
）

◎
普
通
救
命
講
習
（
３
時
間
）

◎
上
級
救
命
講
習
（
８
時
間
）

　

な
お
、
普
通
救
命
講
習
、
上
級
救

命
講
習
修
了
者
に
は
修
了
証
が
交
付

さ
れ
ま
す
。

◇
携
帯
電
話
に
よ
る
救
急
車
の
呼
び
方
�

①
通
話
中
は
移
動
し
な
い
。

②
所
在
地
お
よ
び
内
容
を
具
体
的
に

　

伝
え
る
。

③
係
員
の
指
示
が
あ
る
ま
で
電
源
を

　

切
ら
な
い
。

※
災
害
時
の
問
い
合
わ
せ
・
消
防

ニ
ュ
ー
ス
な
ど
は
、「
消
防
テ
レ
ホ

ン
サ
ー
ビ
ス
」
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

�
０
１
８
０－

９
９
２－

１
２
３

（
携
帯
電
話
、
Ｐ
Ｈ
Ｓ
か
ら
は
利
用

で
き
ま
せ
ん
。）

◯問
 

白
石
消
防
署
�
２
５－

２
２
５
９

９
月
９
日
は
「
救
急
の
日
」
で
す

〜
頼
り
に
な
る
の
は
、
近
く
に
居
合
わ
せ
た「
あ
な
た
」で
す
〜

９
月
は「
障
害
者
雇
用

促
進
月
間
」で
す

　

厚
生
労
働
省
で
は
９
月
を
「
障
害

者
雇
用
促
進
月
間
」
と
定
め
、
障
害

者
の
雇
用
の
促
進
と
職
業
の
安
定
を

図
る
た
め
の
啓
発
活
動
を
実
施
し
て

い
ま
す
。

　

障
害
者
の
方
々
が
就
職
の
機
会
を

得
ら
れ
、
働
く
喜
び
と
生
き
が
い
の

あ
る
生
活
が
送
ら
れ
る
よ
う
、
こ
れ

か
ら
も
地
域
の
皆
さ
ん
の
温
か
い
ご

支
援
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

◯問
 

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
白
石

　

�
２
５－

３
１
０
７

車
の
点
検
整
備
を

励
行
し
よ
う

　

人
間
の
健
康
診
断
と
同
じ
よ
う
に
、

車
に
も
健
康
診
断
が
必
要
で
す
。
車

の
状
態
を
把
握
し
、
安
心
し
て
乗
り

続
け
る
た
め
に
日
常
点
検
、
定
期
点

検
整
備
を
行
い
ま
し
ょ
う
。

　

国
土
交
通
省
で
は
、
安
全
で
快
適

な
ク
ル
マ
社
会
の
実
現
の
た
め
、
９

月
１
日
か
ら　

月　

日
ま
で
の
間

10
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「
自
動
車
点
検
整
備
推
進
運
動
」
を

全
国
的
に
実
施
し
て
い
ま
す
。

◯問
 

宮
城
陸
運
支
局
整
備
課

　

�
０
２
２－

２
３
５－

２
５
１
６

11

 
そ
こ
が
知
り
た
い
老
人
保
健

Ｑ.

老
人
保
健
で
高
額
医
療
費
が
該

当
す
る
の
は
、
ど
ん
な
と
き
で
す

か
・
・
・

Ａ.

同
じ
世
帯
で
、
同
じ
月
内
に
複

数
の
高
齢
者
が
入
院
し
た
場
合
や
、

同
じ
月
内
に
１
人
の
方
が
２
つ
以
上

の
医
療
機
関
に
入
院
し
、
一
部
負
担

金
が
そ
れ
ぞ
れ
３
万
円
（
住
民
税
非

課
税
世
帯
等
は
２
万
１
千
円
）
を
超

え
た
場
合
に
該
当
し
ま
す
。

　

支
給
額
は
、
一
部
負
担
金
を
合
算

し
た
額
か
ら
１
カ
月
当
た
り
の
世
帯

限
度
額
３
７
、
２
０
０
円
（
住
民
税

非
課
税
世
帯
等
は
２
４
、
６
０
０
円
）

を
差
し
引
い
た
額
と
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
外
来
、
差
額
ベ
ッ
ト
料
、

入
院
時
の
食
事
代
は
対
象
外
で
す
。

◯問
 

保
険
課
老
人
保
健
係

　

�
２
２－

１
３
６
１

　

乳
幼
児
（
社
会
保
険
分
）、
心
身
障

害
者
、
母
子
・
父
子
家
庭
の
次
の

方
々
に
対
し
、
病
院
に
か
か
る
費
用

の
一
部
を
助
成
す
る
制
度
が
あ
り
ま

す
。

　

な
お
、
現
在
登
録
を
し
助
成
さ
れ

て
い
る
方
（
母
子
・
父
子
家
庭
医
療

費
助
成
者
は
除
く
）
は
、
今
年
か
ら

受
給
者
の
利
便
を
考
え
、
更
新
手
続

き
が
な
く
な
り
郵
送
で
新
し
い
受
給

者
証
を
送
付
（
９
月
下
旬
こ
ろ
）
い

た
し
ま
す
。

　

た
だ
し
、
次
の
方
は
更
新
手
続
き

が
必
要
と
な
り
ま
す
。

①
平
成　

年
１
月
１
日
現
在
、
ほ
か

13

の
市
町
村
に
居
住
し
て
い
た
方

②
健
康
保
険
証
が
変
わ
っ
た
方

（
９
月
中
旬
に
対
象
と
な
る
家
庭
に

送
付
い
た
し
ま
す
。）

　

な
お
、
い
ず
れ
の
制
度
も
所
得
制

限
が
あ
り
ま
す
が
、
詳
し
く
は
市
福

祉
事
務
所
社
会
福
祉
係
（
�
２
２－

１
４
０
０
）
ま
で
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

◎
乳
幼
児
医
療
費
助
成
制
度

（
社
会
保
険
分
）

　

入
院
は
満
６
歳
に
達
す
る
月
の
末

日
ま
で
。
通
院
は
満
３
歳
に
達
す
る

月
の
末
日
ま
で
。

◎
心
身
障
害
者
医
療
費
助
成
制
度

①
身
体
障
害
者
手
帳
「
１
級
」「
２
級
」

お
よ
び
「
内
部
障
害
の
３
級
」
を
お

持
ち
の
方

②
療
育
手
帳
「
Ａ
」
を
お
持
ち
の
方

③
特
別
児
童
扶
養
手
当
の
障
害
程
度

が
「
１
級
」
に
該
当
す
る
方

④
職
親
に
委
託
さ
れ
て
い
る
療
育
手

帳
「
Ｂ
」
に
該
当
す
る
方

◎
母
子
・
父
子
家
庭
医
療
費
助
成
制
度

　

母
子
ま
た
は
父
子
家
庭
の
母
ま
た

は
父
と
、
現
に
扶
養
し
て
い
る
子
供

が　

歳
の
年
度
末
ま
で
。
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乳
幼
児（
社
会
保
険
分
）、
心
身
障
害
者
、
母
子
・
父
子
家
庭

医
療
費
助
成
制
度
の
登
録（
更
新
）手
続
き
を
お
忘
れ
な
く
�

○
貸
付
金
額

　

一
時
金　

１
５
５
、
０
０
０
円

　

月　

　々
　

２
０
、
０
０
０
円

○
貸
付
要
件　

市
町
村
民
税
が
非
課

税
ま
た
は
均
等
割
の
み
課
税
な
ど

○
対
象
者　

０
歳
か
ら
中
学
３
年
生

ま
で
の
お
子
様

○
利
子　

無
利
子

○
返
還　

①
方
法
／
月
賦
、
半
年
賦
、

年
賦
の
い
ず
れ
か
に
よ
る
割
賦　

年
20

均
等
払
い
②
猶
予
／
中
学
校
卒
業
後
、

高
校
、
大
学
な
ど
へ
進
学
す
る
場
合

は
返
還
猶
予
あ
り

○
申
込
期
限

　

あ
り
ま
せ
ん
（
随
時
受
け
付
け
）

◯問
 

自
動
車
事
故
対
策
セ
ン
タ
ー

　

仙
台
主
管
支
所

　

�
０
２
２－

２
６
２－

６
７
９
０

交
通
遺
児
等
育
成
資
金 
（
無
利
子
貸
付
） 
の
ご
案
内

　

国
保
加
入
者
の
皆
さ
ん
が
現
在
使

用
し
て
い
る
国
民
健
康
保
険
証
の
有

効
期
限
は
、
９
月
末
日
ま
で
と
な
っ

て
い
ま
す
が
、
保
険
証
の
更
新
に
つ

い
て
は
、
一
昨
年
か
ら
各
世
帯
主
あ

て
９
月
末
に
郵
送
す
る
こ
と
に
し
て

い
ま
す
。

　

今
お
使
い
の
保
険
証
は
、
有
効
期

限
が
す
ぎ
ま
し
た
ら
保
険
課
（
健
康

セ
ン
タ
ー
内
）
ま
た
は
最
寄
り
の
事

務
連
絡
所
・
公
民
館
へ
お
い
で
の
際

に
お
返
し
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
３
歳
未
満
の
お
子
さ
ん
の

い
る
世
帯
で
、
次
の
表
に
該
当
さ
れ

る
方
に
は
乳
幼
児
医
療
費
助
成
受
給

者
証
を
同
封
い
た
し
ま
す
が
、
該
当

さ
れ
る
方
で
送
付
さ
れ
な
い
場
合
や
、

詳
し
い
こ
と
は
保
険
課
（
�
２
２－

１
３
６
１
）
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

　

ま
た
、
カ
バ
ー
に
つ
き
ま
し
て
は

処
分
に
よ
る
環
境
へ
の
負
荷
を
考
慮

し
、
汚
れ
た
り
壊
れ
た
り
し
て
、
新

し
い
カ
バ
ー
が
必
要
と
な
っ
た
方
だ

け
に
お
渡
し
す
る
こ
と
と
い
た
し
ま

し
た
の
で
、
保
険
証
を
お
返
し
の
際

に
申
し
出
く
だ
さ
る
よ
う
お
願
い
し

ま
す
。

国
民
健
康
保
険

被
保
険
者
証
の
更
新
に
つ
い
て

秋
の
交
通
安
全

市
民
総
ぐ
る
み
運
動

●
実
施
期
間　

９
月　

日
（
金
）
か

21

ら　

日
（
日
）
ま
で
の　

日
間

30

10

●
運
動
の
重
点
目
標

・
高
齢
者
の
交
通
事
故
防
止

・
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
と
チ
ャ
イ
ル
ド

シ
ー
ト
の
着
用
の
徹
底

・
飲
酒
、
暴
走
な
ど
無
謀
運
転
の
追

放

　

安
全
運
転
に
努
め
て
い
た
だ
き
、

本
運
動
期
間
中
も
事
故
の
無
い
よ
う

市
民
の
皆
様
の
ご
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。

◯問
 

生
活
環
境
課
�
２
２－

１
３
１
４

９
月
は
廃
棄
物
不
法

投
棄
防
止
月
間
で
す

　

廃
棄
物
の
不
法
投
棄
は
、
わ
た
し

た
ち
の
清
ら
か
な
生
活
環
境
の
破
壊

に
つ
な
が
り
、
法
律
で
も
禁
止
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

市
で
は
、
県
な
ど
と
協
力
し
、
不

法
投
棄
防
止
の
た
め
の
巡
回
パ
ト

ロ
ー
ル
な
ど
を
実
施
し
て
い
ま
す
が
、

不
法
投
棄
は
な
か
な
か
後
を
絶
ち
ま

せ
ん
。

　

こ
の
素
晴
ら
し
い
環
境
を
後
世
に

残
す
た
め
、
不
法
投
棄
は
、
し
な
い
、

さ
せ
な
い
、
見
逃
さ
な
い
と
い
う
意

識
を
持
ち
、
不
法
投
棄
を
根
絶
し
ま

し
ょ
う
。　

◯問
 

生
活
環
境
課
�
２
２－

１
３
１
４

乳幼児医療費所得制限基準額表

所　得　額扶養親族等の数

3,401千円０人

3,781　　１　

4,161　　２　

4,541　　３　

1. 扶養親族１人につき38万円を加算

2. 老人扶養親族１人につき48万円を加算

3. 特定扶養親族１人につき53万円を加算


